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所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

  

第１ 件名  

所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託 

  

第２ 業務の概要  

１ 目的  

   本業務は、「強い経済」を実現する総合経済対策に基づく国の補正予算の成立を受け、物価高騰

に直面する市民の生活を支援すると共に、市内経済を活性化させることを目的として、国の物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内の店舗で利用できる電子商品券について全

市民を対象として給付することを目的とする。  

なお、電子商品券の配布は令和８年５月以降を予定している。また、追って記載する予算金額

（上限額）には、配布する電子商品券の価格相当分も含まれる。 

２ 委託業務内容  

所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託仕様書のとおり。 

なお、「所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託仕様書」は、この業務の事業候補者選定を

行うためのものであり、実際の仕様書の作成に当たっては、事業候補者から提出された企画提案

を基に双方協議のうえ、一部変更するものとする。  

３ 委託期間  

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

  ＊繰越明許費の設定による令和７年度及び令和８年度の複数年契約とする 

４ 予算金額（上限額）  

   ￥２，４６９，５６０，０００（税込）  

⑴ 予算金額の内訳 

ア 電子商品券発行原資 

￥２，０７４，１１９，４４０円（非課税・精算対象） 

イ デジタル商品券発行業務に係る経費 

￥３９５，４４０，５６０円（消費税及び地方消費税含む） 

⑵ 見積上の留意点 

 ア 電子商品券発行原資の額は、上記の金額で見積りすること。 

イ 電子商品券発行業務に係る経費の額は予定価格ではなく、提案内容の規模を示すもので 

あり、見積書がこの金額を超える場合は失格とし、提案内容の審査は行わない。 

 ５ 支払時期 

委託料は、委託金額のうち、所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託仕様書における「５業

務の概要」の「⑻加盟店への精算（換金及び振込）」における「① 業務内容」のうち、「ア」にお

ける換金額については月払いとし、受注者は、発注者の定める方法に従って、当該費用を翌月に請

求するものとする。残余の費用については、業務完了後一括払いとする。 
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６ その他 

  今後の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した類似の施策などにも対応できるよ

う、システムの開発にあたっては一定の拡張性を担保すること。 

     

第３ 選定方法  

  公募型プロポーザル方式  

 

第４ 参加資格  

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

２ 所沢市建設工事等の有資格業者に関する入札参加停止等措置要綱に基づく指名停止期間中で 

ないこと。  

３ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に 

規定する暴力団員及び所沢市暴力団排除条例（平成２４年条例第３２号）第３条第２項に規定 

する暴力団関係者ではないこと。 

４ 国税及び地方税を滞納していないこと。  

５ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申立て又 

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続開始の申立てが 

なされている者（会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基 

づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の 

認可の決定が確定したものを除く。）でないこと。 

６ 過去３年以内に国の交付金を活用した自治体の事業（当該業務における印刷や配布などの単 

一の業務のみを受注したものは除く。）に関する実績があること。 

  

第５ 契約交渉順位決定までの予定 

 下表のとおり。ただし、都合により変更する場合がある。 

年月日 事項 

令和８年２月６日（金） 募集要領公表 

（所沢市ホームページによる） 

令和８年２月６日（金）から 

令和８年２月１０日（火）１６時まで 
質問受付期間 

令和８年２月１３日（金）まで 質問票の回答 

令和８年２月１３日（金）から 

令和８年２月１７日（火）１６時まで 
応募書類の提出期間 

令和８年２月中旬以降 審査 

令和８年２月中旬以降 審査結果通知・公表 

 

第６ 参加申込み 

１ 提出書類 
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様式については所沢市ホームページからダウンロードのうえ、⑴から⑻までの書類を提出す 

ること。⑴から⑷までは正本１部を、⑸から⑻までは正本１部、副本９部を提出すること。 

   ⑴ 参加申込書【様式２】  

   ⑵ 企画提案書等提出書【様式３】  

   ⑶ 誓約書【様式４】  

   ⑷ 見積書【様式５】及び内訳書（任意様式） 

   ⑸ 業務実績調書【様式６】 

   ⑹ 実施体制調書【様式７】 

  ⑺ 業務工程表（任意様式） 

  ⑻ 企画提案書（任意様式） 

２ 書類の体裁 

⑴ 各必要書類は、日本工業規格におけるＡ４判（片面印刷）とすること。ただし、業務工程表

のみＡ３判とし、片面印刷後にＺ折り（片袖折り）をすること。 

⑵ 業務実績調書（様式６）、実施体制調書（様式７）、業務工程表及び企画提案書は、業務実績

調書（様式６）、実施体制調書（様式７）、業務工程表、企画提案書の順でフラットファイルに

綴ること。 

⑶ フラットファイル（Ａ４・縦・左綴じ）は、表紙と背表紙に「所沢市物価高騰対応電子商品

券給付業務委託 企画提案書」と表示すること。 

⑷ 業務実績調書（様式６）、実施体制調書（様式７）、業務工程表及び企画提案書は、必要書類

名を記したインデックスを貼付すること。 

⑸ フラットファイル、業務実績調書（様式６）、実施体制調書（様式７）、業務工程表及び企画

提案書には、事業者名が特定できるような内容（事業者の名称、ロゴ、標語等）の記述や表示

はしないこと。 

⑹ 書類の体裁については、「必要書類の体裁に関する補足」を参考とすること。 

 ３ 業務工程表 

  業務工程表は「所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託仕様書」を踏まえ、提案内容に合

わせて作業工程項目を設定し、ガントチャート形式で作成すること。 

４ 企画提案書  

 ⑴ 企画提案書は「所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託仕様書」及び「評価基準表」を

踏まえ、作成すること。 

⑵ 企画提案書は「表紙」、「目次」及び「評価基準との対応表」を冒頭に記載すること。 

⑶ 企画提案書の様式は任意とするが、企画提案に要するページ数は６０ページ以内（Ａ４判・

片面印刷）とする。（表紙、目次、評価基準との対応表は企画提案に要するページに含めない。

また、実施体制調書を企画提案書の中に記載した場合も企画提案に要するページに含まない

ものとする。） 

⑷ 用紙の縦横は可能な限り統一し、文字の大きさは１２ポイント以上で、ページ番号を付すこ

と。 

⑸ 日本語表記とし、専門用語、略語等を用いる場合は説明を加えること。 
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５ 提出期間  

令和８年２月１３日（金）１０時から２月１７日（火）１６時まで  

６ 提出方法  

事前に担当者へ電子メール及び電話にて持参する日時を連絡のうえ、以下の提出先に持参する

こと。なお、郵送等その他の提出方法による提出は受け付けない。 

７ 提出先及び問合せ先  

⑴ 住所 

埼玉県所沢市並木一丁目１番地１ 

⑵ 所管課 

所沢市経営企画部経営企画課（所沢市役所本庁舎高層棟３階） 

⑶ 電子メール 

a9027@city.tokorozawa.lg.jp  

⑷ 電話番号 

０４－２９９８－９０２７ 

⑸ 担当者 

岩田・水原・金岡・高松 

８ 留意事項  

⑴ 副本は提案者が特定される表示（会社名、代表者名、会社ロゴ等）を削除すること。  

⑵ 押印が必要な書類の副本については、写しを可とする。 

⑶ 提出にあたっては、ＤＶＤ－Ｒなどによる電子データを併せて提出すること。 

  

第７ 質問票の受付及び回答  

１ 提出書類（所沢市ホームページからダウンロード）  

質問票【様式１】  

２ 提出期間  

令和８年２月６日（金）から令和８年２月１０日（火）１６時まで 

３ 提出方法  

電子メールでの受付のみとする。タイトルは「所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託 

に関する質問（事業者名）」とし、送信後に必ず第６（参加申し込み）７（提出先及び問合せ先） 

に記載の担当者宛てに電話で連絡すること。 

４ 提出先及び問合せ先  

   第６（参加申し込み）７（提出先及び問合せ先）に同じ。 

５ 回答方法  

全ての質問を一覧化し、令和８年２月１３日（金）に質問票に記載された電子メールアドレス宛

に回答するとともに、市ホームページに公開する。 

なお、質問がなかった事業者については、参加申込書提出後に参加申込書【様式２】に記載され

た電子メールアドレス宛に回答する。   

６ 質問内容  
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   質問は本募集要領、仕様書（案）及び企画提案書に関する事項に限るものとし、評価及び審査に 

関する質問並びに提案者が提案すべき内容に関する質問は受け付けない。また、質問の内容によ 

って、本プロポーザルによる事業候補者選定に公平性を保てない懸念が生じる場合は回答しない 

ことがある。 

  

第８ 審査方法  

所沢市物価高騰対応電子商品券給付業務委託事業者選定委員会において審査を実施し、その結果

を総合的に審査し、最も優れていると認められる者を事業候補者として選定する。  

１ 評価内容 

 「評価基準表」のとおり。  

２ 審査  

提出された応募書類により書類審査を実施し、審査の結果は、令和８年２月中旬以降（予定）に

当該審査を行った全事業者に対し、文書で通知する。 

３ その他  

⑴ 審査経過は公表しないものとし、選定結果に対する異議申し立ては受け付けない。 

⑵ 得点が同点となる者が２者以上あるときは、選定委員会の合議により順位を決定する。  

⑶ 参加申込みが１者の場合でも、審査を実施する。  

⑷ プロポーザル方式による選考後、事業候補者と事業内容や契約内容等を協議する。事業候 

補者と協議が整わない場合は、審査の総合評価点が２番目に高い事業者と協議を進めるもの 

とする。  

⑸ 応募書類等の返却は行わない。また、企画提案書類等の提出後、応募者の意向による再提 

出、追加及び修正は一切認めないものとする。 

⑹ 応募書類等の作成及び提出に関する一切の費用は応募者の負担とする。  

  

第９ 参加の辞退  

１ 提出書類（所沢市ホームページからダウンロード）  

参加辞退届【様式８】  

２ 提出期間  

令和８年２月１３日（金）１０時から令和８年２月１７日（火）１６時までとし、それ以降の 

辞退は認めない。  

３ 提出方法  

事前に担当へ日時等を連絡のうえ、以下の提出先に持参すること。  

４ 提出先及び問合せ先  

第６（参加申し込み）７（提出先及び問合せ先）に同じ。  

  

第 １０ 欠格事由  

提案者が以下の要件に該当する場合には、選定委員会において審査の対象から除外する。  

１ 「第４ 参加資格」を満たさない場合  



6 

２ 本募集要領に定める手続きを遵守しない場合  

３ 提出書類に虚偽の記載があった場合  

４ 見積金額が著しく妥当性を欠くと判断される場合  

  

第 １ １ その他  

１ 本プロポーザルは、企画・提案能力等が優れた事業候補者を選定するものであり、業務の詳 

細については事業候補者選定後、双方協議のうえ仕様書を定めるものとする。  

２ 提案内容について、契約の目的が十分に達成できないものであると市が判断したときは、受 

託候補者を選定しない。 
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【参考】必要書類の体裁に関する補足（図示） 
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